
旅館業の営業の許可・旅館業の営業の承継承認に関する審査基準 

の一部改正について（概要） 

 
１ 改正の趣旨 

  国の技術的助言である「旅館業における衛生等管理要領」の一部改正に伴い、「旅館業の営業の

許可・旅館業の営業の承継承認に関する審査基準」の一部改正を予定しております。 

２ 改正の概要 

(1) 宿泊しようとする者の本人確認の方法として、ICT 機器等を通じた情報の照合による方法

を新たに認めます。また、宿泊者以外の者の出入りの状況を確認する方法として、録画した

画像を確認する方法を新たに認めます。これらについて、構造設備基準及び営業許可申請時

の添付書類を定めます。 

(2) その他必要な文言整理等を行います。 

 

３ 施行予定 

  令和７年７月（予定） 

 

４ その他 

  本改正案は確定したものではありません。意見公募等の結果により修正や見直しを行う場合が

あります。 


